
閲覧用 

 

 

 

 

 

～皆様のご意見をお寄せください～ 

「杉並区学校希望制度の見直し方針（案）」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

杉並区教育委員会 

 



 
みなさまのご意見をお寄せください（区民等の意見提出手続き） 

 
 

 

杉並区学校希望制度の見直し方針（案）につきまして、郵便、ファックス、Ｅメールま

たは閲覧場所に設置しました意見用紙に書いて、皆様のご意見をお寄せください。区公式

ホームページの電子掲示板にご意見を書き込むこともできます。 

なお、ご意見をお寄せいただく際には、お名前・ご住所（在勤の方は勤務先の名称及び

所在地、在学の方は学校名と所在地）、事業者の方は事業所の名称・所在地・代表者氏名

をお書き添えください。（公表はいたしません。） 

いただいたご意見の概要とそれに対する教育委員会の考え方は、平成２４年７月頃に公

表する予定です。 

 

 

【閲覧場所】 

教育委員会事務局学務課学事係（区役所東棟６階）、区政資料室（区役所西棟２階）、 

区民事務所・分室、駅前事務所、図書館 

 

 

◇意見募集期間  平成２４年４月１１日（水）から５月１０日（木）まで 

 

◇意見提出先   杉並区教育委員会事務局学務課学事係 

〒１６６－８５７０ 杉並区阿佐谷南１－１５－１ 

ＦＡＸ：０３－５３０７－０６９２ 

Ｅ-mail：gakumu-k@city.suginami.lg.jp 

 

◇杉並区公式ホームページ  http://www.city.suginami.tokyo.jp 

 

◇問い合わせ先  杉並区教育委員会事務局学務課学事係 

電話：０３－３３１２－２１１１（代表） 

mailto:gakumu-k@city.suginami.lg.jp
http://www.city.suginami.tokyo.jp/


杉並区学校希望制度の見直し方針（案）について 

 

教育委員会では、学校希望制度が制度開始から 10 年が経過したことを契機に、「杉並区学

校希望制度検討会」を立ち上げ、これまでの検証と今後の制度のあり方について検討を行い

ました。 

検討会からの報告書が提出されたことを踏まえ、区では杉並区学校希望制度の見直し方針

案を次のとおり作成し、その概要をお知らせするとともに、「杉並区区民等の意見提出手続きに

関する条例」に基づき、みなさんのご意見を伺います。 

 

【見直し方針（案）】 

本制度実施による「開かれた学校づくり」の達成状況や新しい教育ビジョンの考え方を踏

まえた上で、今後さらに魅力ある教育活動を進めていくため、これまでの学校希望制度は

廃止し、新たに児童の希望を尊重する仕組みを構築します。 

この仕組みは、小・中学校の指定は居住地の通学区域を原則とし、児童自らの目的意

識のもと、指定校以外の学校を志望する場合には、その意思を尊重することができるよう、

新たに指定校変更の認定及び承諾事由を設けます。 

 

【新たな仕組みの導入理由】 

学校希望制度は平成 14 年度から実施され、この間、特色ある学校づくりの取り組みを

はじめ学校支援本部や地域運営学校の活動などを通して、保護者や地域住民が協力し

て教育を進める活動が定着してきました。これにより学校を共に支える確かな基盤が整い、

制度目的である「開かれた学校づくり」は基本的に達成できたものと考えます。 

今後は、こうした到達点に立ち、児童本人の学校を志望する意思をこれまで以上に尊

重する仕組みとすることで、魅力ある教育活動をさらに進めるものとします。そのため、これ

までの理由を問わず学校を希望することができる現行制度から、児童自ら当該校を選択

する意思を明らかにし、その意思の実現を図る仕組みに改めます。 

 

【指定校変更認定及び承諾事由の見直し】 

現行の指定校変更認定及び承諾事由に、以下の事由を加わります。（別紙２のとおり） 

児童が学校の特色ある教育活動等に参加を志望する場合 

学校独自の特色ある教育活動や部活動への参加等、その学校を志望する強い動

機を理由として本人自らが申立て、教育的配慮が必要と認められる場合 

※ただし、申立ては指定された通学区域に隣接する学区の学校（１校のみ）とする。 

 

【実施時期等について】 

これまで 10 年間実施してきた学校希望制度は、就学児童のいる保護者に定着している

ことや就学に際して数年前から準備を進める家庭も多いことを考慮し、新たな仕組みの実

施にあたっては３年間の周知期間を設け、平成 28 年度新入学者からとします。なお、段階

的に終了する経過措置を設けます。（別紙３のとおり） 



別紙１ 

「杉並区学校希望制度検討会」報告書（概要版） 

 

１ 検証の目的 

学校希望制度は制度開始当初に掲げた制度目的に対し、保護者や児童・生徒がどの

ような判断基準で学校を希望し、それが学校の教育活動にどのような影響を与えているの

かについて、制度実施から 10 年を経過したこの時点を捉えて改めて検証し、制度のあり方

を考えていくことを目的としました。 

また、「教育ビジョン２０１２」の基本目標を踏まえ、今後、制度が地域との関わりの中でど

う整合していくのか検討しました。 

 

２ 検証の視点・検証方法 

「魅力ある教育活動の実現と開かれた学校づくり」「保護者の意向と学校選択」「地域と

協働する学校づくり」「小中一貫教育との関係について」といった視点から、保護者や学校

関係者からのアンケート結果を踏まえ、検討会を立ち上げて議論を行いました。 

 

３ アンケートによる意見傾向 

学校関係者からのアンケート結果によると、見直しに対する意見傾向では、「継続」が

27.5％、「廃止」38.1％、「見直し」34.4％で、廃止と見直しを合わせると約 73％にのぼりま

す。 

本制度は魅力ある教育活動など学校づくりに大きく寄与してきた一方で、様々な課題も

生じてきており、必要な見直しを図っていく必要があります。 

 

４ これからの方向性 

見直しにあたっては、次に掲げる 3 点が重要とした上で、制度としてのこれからの方向性

を以下のとおり提示しました。 

 

○ 地域と学校のつながりを重視する 

○ 児童・生徒の学習面、生活面から望ましい教育環境の整備と通学時の安全性の確保を図る 

○ 児童自らが学び、考え判断する意思を尊重する 

 

これからの方向性 

「杉並区学校希望制度」は、これまでどちらかと言えば内向きであった学校の体質を改め、

開かれた学校づくりを進めることを目指すものです。 

また、各学校では、まちが育てる学校という視点から地域の方々が学校運営に参画し、

地域の力で学校を支える学校支援本部が全校で発足しました。地域運営学校といった地

域参加の仕組みが立ち上がり、開かれた学校づくりは着実に進展し、家庭・地域・学校が

連携して進める基盤は整いつつあり、基本的には当初の制度目的である「開かれた学校

づくり」はほぼ達成されたものと考えます。 

今後はこうした到達点に立ち、魅力ある教育活動をさらに進めていくために、児童本人の

意思に着目し、これまで理由を問わず学校を希望できるとしてきた運用から、今後は学校

を志望する児童の意思を尊重する新たな「学校希望制度」を構築していくことが必要であ

ると考えます。 



別紙２ 

○ 現行の指定校変更の認定及び承諾事由 

認 定 及 び 承 諾 事 由 内 容 

１ 転居その他居住地の変更に関する事情による場合 

転居（転出）したが、転居（転出）前の在籍校に引き続き通う場合 現在籍校へ引き続き就

学 

おおむね６ヶ月以内に転居（転入）することが確実であり、あらかじめ

転居（転入）先の学校へ就学を希望する場合 

新しい住所地の指定校

へ就学 

在学中に区外へ転出したが、区内同住所へ再転入し、転出前に通

っていた学校への就学を希望する場合 

転出前の学校へ就学 

２ 本人の兄弟姉妹が就学する小中学校への就学を希望する場合 

本人の兄弟姉妹が指定校変更を認められて現に在学しており、同じ

学校への就学を希望する場合 

兄弟姉妹の在籍する学

校へ就学 

３ 本人の心身の障害に関する事情による場合 

身体障害、病虚弱、慢性疾患などによる通院治療等のため、通学条

件や通学距離に配慮が必要と認められる場合 

適 当 と認 められる学 校

へ就学 

４ 保護者の就労、親族関係の変更その他の家庭の事情による場合 

保護者の就労や保護者の離婚・別居等で下校後における緊急時の

安全確保等の必要があり、住所地以外の場所へ帰宅する必要があ

ると認められる場合 

預かり先の住所地の指

定校へ就学 

５ いじめ、不登校、交友関係その他の学校生活の事情による場合 

いじめや不登校等により、学校生活を送る上で在籍校または指定校

に通学することが困難であると認められる場合 

適 当 と認 められる学 校

へ就学 

６ 通学時の安全確保その他の地理的事情による場合 

指定校よりも明らかに近く、通学上の安全が確保されると認められる

場合 

適 当 と認 められる学 校

へ就学 

７ 国外生活に伴う生活習慣の相違による場合 

国外生活に伴う生活習慣の相違により教育的配慮が必要と認められ

る場合 

適 当 と認 められる学 校

へ就学 

８ 児童が学校の特色ある教育活動等に参加を志望する場合（新設） 

学校独自の特色ある教育活動や部活動への参加等、その学校を志

望する強い動機を理由として本人自らが申立て、教育的配慮が必

要と認められる場合 

申立てできるのは指定

された通学区域に隣接

する学 区 の 学 校 （１校

のみ）とする。 

９ 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める場合 

 

○ 指定校変更申立ての流れ（新入学の場合） 

1 月 12 日ごろ  保護者へ就学通知書発送（就学指定校決定） 

 

           指定校変更申立て 

 

           教育委員会にて審査 

（新設認定及び承諾事由の場合） 

関係学校長への意見聞き取り 

 

           指定校変更の可否について通知 

 

4 月 6 日ごろ   入学式 



別紙３ 
  
 

○ 学校希望制度終了時までの段階的経過措置方針 

 

学校希望制度終了に向けては以下のとおり経過措置を設け、スムーズな制度移行を図る。 

（１） 学校希望制度については、25 年度受付（26 年度新入学）より段階的に受入上限を下げ、26 年度受付

（2７年度新入学）までで終了とする。 

（２） 指定校変更制度で新たに加わる「学校の教育活動等に参加を志す場合」の認定及び承諾事由につい

ては、25 年度受付（26 年度新入学）から試行実施し、27 年度受付（28 年度新入学）から本格実施とす

る。 

 
【制度移行に向けたスケジュール】 

 学校希望制度 指定校変更制度 

平成 24 年度 
（25 年度新入学）

隣接する学区域を希望範囲と

する現行制度 
○ 1 学校あたりの希望制度で

の受入上限人数（※） 
⇒40 名 

現行認定及び承諾事由 

平成 25 年度 
（26 年度新入学）

隣接する学区域を希望範囲と

する現行制度 
○ 1 学校あたりの希望制度で

の受入上限人数（※） 
⇒30 名 

新設認定及び承諾事由の試行実施 

平成 26 年度 
（27 年度新入学）

隣接する学区域を希望範囲と

する現行制度 
○ 1 学校あたりの希望制度で

の受入上限人数（※） 
⇒20 名 

新設認定及び承諾事由の試行実施 

平成 27 年度 
（28 年度新入学）

学校希望制度は終了とし、居住

地の学区域を原則とする 
新設認定及び承諾事由を含む認定

及び承諾事由の本格実施 

※ ただし、学校の状況により、学校希望制度の受入上限枠に制限を設ける。 
 
 
 
 



 
 

ご意見をお寄せください 

～「杉並区学校希望制度の見直し方針（案）」について～ 
 

次の１から３の該当する欄にご記入の上、ご意見をお書きください。（お名前等の公表はいたしません。） 

１ 杉並区内にお住まいの方 

 
お名前：                     ご住所：                                  

 

２ 杉並区内に通勤・通学されている方 

 

お名前：                    ご住所：                                   

勤務先 

学校名：                    所在地：                                   

 

３ 事業者の方 

 

事業者名：              所在地：                     代表者名：            

 

 

【ご意見をご記入ください】 

 

【提出方法】 

ご記入後、この用紙を受け取られた窓口に直接提出していただくか、下記提出先あてに郵便または

ファックスでお送りください。 

◇期 限  平成２４年５月１０日（木）必着 

◇提出先  杉並区教育委員会事務局学務課学事係 

〒１６６－８５７０ 杉並区阿佐谷南１－１５－１ 

電話：０３－３３１２－２１１１（代表） 

FAX：０３－５３０７－０６９２ 

※ ご意見に対する教育委員会の考え方は、広報すぎなみ、区公式ホームページで平成 24 年 7 月頃に公

表する予定です。 


